
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  交際費の計上時期                     

Ｑ：当社は８月決算の会社です。８月に行

った接待費の請求書が届いていないものがあ

ります。この費用は、どのように取り扱った

らいいですか？                                      

                                              

Ａ：交際費は、その行為のあった時点で認

識しますので、未払いの交際費も今期の交際

費に含めなければなりません。 

【解説】 

交際費は、税務上、接待等の行為のあった

時点で認識します。 

したがって、ご質問のように接待行為は終

わっているが支払が終わっていない場合のほ

か、接待行為も支払いも済ませたけれど仮払

金などで処理したため費用計上されていない

場合、支払も済ませ領収証の発行を受けてい

るにもかかわらず未処理の場合なども、接待

行為をおこなった事業年度の交際費に含めな

ければなりません。 

 これは、交際費には、法人税法上一定の損

金算入限度額が設けられているため、交際費

の繰延計上を認めると、損金算入限度額を超

過する金額を調整し、所得を少なくしようと

することが考えられるからです。 

 このことから、ご質問の場合は、申告書上

でいったん費用と認識するとともに、一方で

今期の交際費に加えて損金不算入額を計算す

ることになります。 
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